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「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構令和５年度宇宙戦略基金に係る業務に関する

報告書及び同報告書に付する内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の意

見」（令和６年 11月 22日閣議決定）について、掲載内容に誤りがありました。ご迷惑をお

掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正いたします。 

 なお、当ホームページに掲載中のものについては、修正が反映されております。 

 

 

正誤表 

ページ 45ページ目 

該当箇所 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構令和５年度宇宙戦略基金に係る業務

に関する報告書に付する内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産

業大臣の意見 

誤 

２． 基金の管理については、国立研究開発法人宇宙航空研究機構法（平成

14 年法律第 161 号）第 21 条第３項、宇宙開発支援基金補助金交付要綱

（令和６年２月 26 日総国宇第 13 号）、宇宙開発支援基金補助金交付要

綱（令和６年２月 26日文部科学大臣決定）及び宇宙開発支援基金補助金

交付要綱（令和６年２月 26日経済産業大臣決定）並びに関係規程に基づ

き、資金の安全性と資金管理の透明性を確保し、適切な運用が図られた。 

正 

２． 基金の管理については、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平

成 14 年法律第 161 号）第 21 条第３項、宇宙開発支援基金補助金交付要

綱（令和６年２月 26日総国宇第 13号）、宇宙開発支援基金補助金交付要

綱（令和６年２月 26日文部科学大臣決定）及び宇宙開発支援基金補助金

交付要綱（令和６年２月 26日経済産業大臣決定）並びに関係規程に基づ

き、資金の安全性と資金管理の透明性を確保し、適切な運用が図られた。 

※下線部は正誤箇所 


